
介護サービス利⽤の流れ

介護保険によるサービスを利⽤できる⽅（被保険者）

介護サービス利⽤までの流れ

⾃⽴して⽣活できると判断できる場合 ⽣活するのに⼿助けが必要な場合（要介護 1以上）

■65歳以上で市区町村に住所がある⽅･･･第 1号被保険者
■40歳以上 65歳未満（64歳）で市区町村に住所があり、公的医療保険に加⼊いる⽅･･･第 2号被保険者
※第2号被保険者は上記の条件に加えて、がん（末期）、関節リュウマチなどの特定疾病がなければ要介護認定は受けられません。

市区町村の窓⼝

基本チェックリスト
心身の状況に関する 25の項目を

確認し、状態に応じて

「総合事業」か「予防サービス」

かを判断します

要介護認定申請

認定審査

介護認定審査会

本人・家族・居宅介護支援事業所

んなど代理申請可

調査員が訪問し、心身の状態を調

査。気になることは伝えましょう

主治医の意見書やコンピューター

の判定を参考に認定
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認定結果通知

⾮該当
自立して生活できる人

要⽀援１・２
介護度の必要性が比較的軽い人

要介護１〜５
介護が必要な人など

総合事業 予防サービス 介護サービス

●一般介護予防事業

●介護予防・

生活支援サービス事業

●介護予防サービス

●地域密着型介護予防サービス

●居宅サービス

・訪問介護・通所介護など

●地域密着型サービス

・小規模多機能型居宅介護

・認知症対応型協同生活介護など

●施設サービス

認定申請に関することや介護について、お近くの包括支援センター・市区町村

およびコープみらい福祉事業へお気軽にご相談ください。

認定結果により利用できる

サービスが異なります

まずはご相談ください


